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令和６年８月２０日 宇城市ビジネスサポートセンター（オフィスルーム・コンテナハウス） 

募集要項（別紙） 「選定方法について」 

 

１ 基本的な考え 

  宇城市ビジネスサポートセンターの使用者の選定にあたっては、提出された事業計画書等の内容及

び面接において評価し、市長が定める選定基準を上回った者の中で、最も評価が高かった応募者を使用

候補者として決定する。 

 

２ 評価主体及び概要 

  評価は、市の職員で構成する「宇城市ビジネスサポートセンター選定委員会」が、書類の内容及び面

接において審査で行うこととし、応募書類及び事業計画の内容について公平かつ適正な評価を行う。 

 

３ 評価の方法 

  宇城市ビジネスサポートセンター選定委員会の各委員が応募書類、事業計画の内容及び面接にて採

点を行い、各委員が評価した「評価点数表及び特筆すべき点」を基本として、市長が定める選定基準を

上回った場合に、その中で最も評価が高かった者を使用候補者として選定する。 

 

４ 結果通知  

評価対象 応募者  ※申請書類に不備がある場合は、評価対象から外れる。 

結果通知 評価結果は、「結果通知書」を送付する。 

通知期日 事業計画書提出後、事業計画の内容及び面接にて評価を行い、結果を通知する。 

備考 (1) 募集期間を定めていない場合で、使用候補者決定前に、同一施設に対して複数の応

募があった際は、先に申請があった者が、審査の結果、市長が定める選定基準を上回

った場合は、先着順とする。 

(2) 評価に対する一切の異議申し立ては受け付けない。 

(3) 使用候補者として選定された者は、速やかに市と施設使用についての協議を始め、

一月以内に使用を開始するものとする。但し、あらかじめ市長の承認を得た場合は、

この限りではない。 

 

５ 留意事項 

  次のいずれかに該当するときは、使用候補者としての決定を取り消す。 

(1) 提出書類に虚偽の記載をしたことが確認されたとき。 

(2) 選定委員又はその関係者に接触を求めるなど、評価の公平性を害する行為を行ったとき。 

(3) 使用候補者の決定から使用許可書の通知までの間に、使用候補者の事情の変化により、宇城市ビ
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ジネスサポートセンター条例及び規則、その他関係法令に基づく施設の使用が困難であると市が判

断したとき。 

(4) 著しく社会的信用を損なう行為等により、使用候補者としてふさわしくないと市が判断したとき。 

(5) 使用候補者が応募資格に適合しなくなったとき。 

 

６ 問い合わせ先 

  宇城市 市長政策部 地域振興課 

  電話：0964‐32‐1906 

  Mail：chiikishinkoka@city.uki.lg.jp 


